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議案第３号 

 

平成29年度浦添市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成29年度浦添市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １６，４４９，２６６千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れ最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

（２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

 

平成29年２月27日提出 

 

                                                     浦添市長 松本 哲治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　歳  入

第１表　歳入歳出予算
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 8

 9

10

11

12

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

県支出金

共同事業交付金

財産収入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 2

 4

国民健康保険税

手 数 料

国庫負担金

国庫補助金

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

県負担金

県補助金

共同事業交付金

財産運用収入

他会計繰入金

基金繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料

市預金利子

雑　　入

2,208,212

2,208,212

3,848

3,848

5,549,145

3,272,930

2,276,215

141,059

141,059

865,239

865,239

1,032,329

183,290

849,039

4,814,972

4,814,972

1

1

1,634,259

1,634,258

1

2

2

200,200

3,384

1

196,815

16,449,266



２　歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

                                                  -3-                                                 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

総 務 費

保険給付費

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

老人保健拠出金

介護納付金

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

公 債 費

諸支出金

予 備 費

 1

 2

 3

 1

 2

 3

 4

 5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

総務管理費

徴 税 費

運営協議会費

療養諸費

高額療養費

移 送 費

出産育児諸費

葬祭諸費

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

老人保健拠出金

介護納付金

共同事業拠出金

特定健康診査等事業費

保健事業費

基金積立金

公 債 費

償還金及び還付加算金

272,144

154,944

116,935

265

8,563,526

7,263,424

1,178,900

2

117,600

3,600

1,850,608

1,850,608

6,477

6,477

31

31

749,587

749,587

4,815,185

4,815,185

128,106

125,688

2,418

1

1

200

200

23,401

23,401

40,000



（単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計
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 1 予 備 費 40,000

16,449,266
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議案第４号 

 

平成29年度浦添都市計画土地区画整理事業特別会計予算 

 

 平成29年度浦添市の都市計画土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２，５００，６３８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

 による。 

 

  （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

 ることができる事項、期間及び限度額は「第２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

  （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成29年２月27日提出 

 

                                              浦添市長 松本 哲治 





２　歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計
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 1

 2

 4

 5

 6

総 務 費

土地区画整理事業費

基金積立金

公 債 費

予 備 費

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1

 1

 1

総務管理費

大宮地区土地区画整理事業

費                      

浦添南第一地区土地区画整

理事業費                

浦添南第二地区土地区画整

理事業費                

てだこ浦西駅周辺地区土地

区画整理事業費          

浦添前田駅周辺地区土地区

画整理事業費            

基金積立金

公 債 費

予 備 費

21,152

21,152

2,228,444

6,216

818,862

155,618

1,209,275

38,473

1

1

249,541

249,541

1,500

1,500

2,500,638



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 起債の方法 利　　　率

 土地区画整理事業

計

年５％以内（但
し、利率見直し
方式で借り入れ
る資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

限度額 償還の方法

３０年以内の
償還、その他
借り入れ先の
融資条件によ
る。但し、市財
政の都合によ
り繰上償還又
は低利債に借
換えすることが
できる。

171,500 普通貸借又は証
券発行（但し、登
録債とする）

171,500

事　　　項

浦添南第一地区

跨線橋上部工工事

期　　　間

平成29年度から

平成30年度まで

限度額

146,540

－4－
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議案第５号 

 

平成29年度浦添市公共下水道事業特別会計予算 

 

平成29年度浦添市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，８８７，４１０千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすこと

ができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

２表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用 

 

平成29年２月27日提出 

 

浦添市長 松本 哲治 





２　歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計
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 1

 2

 3

公共下水道費

公 債 費

予 備 費

 1

 2

 1

 1

公共下水道費

事 業 費

公 債 費

予 備 費

1,474,958

909,739

565,219

407,452

407,452

5,000

5,000

1,887,410



第２表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 起債の方法 利　　　率

 公共下水道事業 134,000 普通貸借又は
証 券  発 行
( 但し、登録
債とする ）

 流域下水道事業 132,300

 地方公営企業会計 9,200
　 適用事業

計 275,500

償還の方法限度額

４０年以内
の償還、そ
の他借り入
れ先の融資
条件によ
る。但し、
市財政の都
合により繰
上償還又は
低利債に借
換えするこ
とができ
る。

年５％以内
（但し、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

-4-
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議案第６号 

 

平成 29年度浦添市介護保険特別会計予算 

 

 平成 29年度浦添市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ６，９８２，１８８千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

   （一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１５０，０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成 29年２月 27日提出 

 

                                                     浦添市長 松本 哲治        



１　歳  入

第１表　歳入歳出予算
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 8

 9

10

保 険 料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 3

 1

 1

 2

 1

 1

 2

 4

介護保険料

手 数 料

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

県負担金

地域支援事業交付金

財産運用収入

一般会計繰入金

基金繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料

市預金利子

雑　　入

1,406,323

1,406,323

851

851

1,618,594

1,186,977

431,617

1,846,492

1,846,492

940,515

886,673

53,842

2

2

1,158,330

1,102,858

55,472

1

1

11,080

102

1

10,977

6,982,188



２　歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

総 務 費

保険給付費

財政安定化基金拠出金

地域支援事業費

基金積立金

公 債 費

諸支出金

予 備 費

 1

 2

 3

 4

 5

 1

 2

 3

 1

 2

 3

 4

 1

 1

 1

 1

総務管理費

徴 収 費

介護認定審査会費

趣旨普及費

介護保険事業運営委員会費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

その他諸費

財政安定化基金拠出金

包括的支援及び任意事業費

介護予防・日常生活支援総

合事業費                

その他諸費

基金積立金

公 債 費

諸支出金

予 備 費

232,725

168,038

4,301

57,881

130

2,375

6,380,467

6,287,230

86,055

7,182

1

1

363,978

147,226

216,259

493

1

1

16

16

3,000

3,000

2,000

2,000

6,982,188
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    議案第７号 

 

平成29年度浦添市後期高齢者医療特別会計予算 

 

   平成29年度浦添市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

     （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４８，９５８千円と定める。 

    ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 

      平成29年２月27日提出 

 

                                                         浦添市長 松本 哲治 

      



１　歳  入

第１表　歳入歳出予算
（単位：千円）

款 項 金 額

歳 入 合 計

                                                  -2-                                                 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 3

 4

後期高齢者医療保険料

手 数 料

寄 附 金

一般会計繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料

償還金及び還付加算金

預金利子

雑　　入

731,216

731,216

174

174

1

1

215,894

215,894

1

1

1,672

70

1,600

1

1

948,958



２　歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

歳 出 合 計

                                                  -3-                                                 

 1

 2

 3

 4

総 務 費

後期高齢者医療広域連合納

付金                    

諸支出金

予 備 費

 1

 2

 1

 1

 1

総務管理費

徴 収 費

後期高齢者医療広域連合納

付金                    

償還金及び還付加算金

予 備 費

41,726

39,964

1,762

903,632

903,632

1,600

1,600

2,000

2,000

948,958


